ふれあいサロン助成金交付要綱
（目的）
第１条　この要綱は、社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下、本会という。）が、地域住民が主体的に実施するふれあいサロンに対し、活動の継続・発展を支援することを目的に助成金を交付する。

（対象要件）
第２条　この要綱において対象となるサロンは、次に掲げる活動要件等を満たした団体とする。
（１）年間10回以上実施予定があること
（２）毎回おおむね10名以上の参加が見込めること
（３）地域住民で自主的・主体的に運営できること
[bookmark: _Hlk31625616]（４）特定の会員のみを対象とせず、多くの住民が参加できるよう地域に開かれた運営がされていること
２　事業の実施に際し、実施団体は本会等と連携を図り、事業の円滑な運営のため、参加者の個人負担の他、地域からの補助金や会場借用に関し、積極的な支援が得られる体制づくりに心掛けている。
３　ふれあいサロン助成金を受ける団体は原則同一自治会に1団体までとする。
ただし、地域の実情に応じ本会会長が認めた場合この限りではない。

（助成金額）
第３条　助成金額は、年間上限３万円を立ち上げ助成金として３年間継続補助する。ただし、同一自治会内の団体で、過去にサロンの立ち上げ助成金を受けていた場合は、団体名や会員が変わると立ち上げ助成の対象とならないが、活動年数によっては、継続助成金の対象とすることができる。
２　４年以上継続して活動するふれあいサロンに対し、継続助成金として表１のとおり助成する。
継続助成金対象　表１
	サロンの保険加入人数（年）
	助成額（年間上限）

	１００人未満
	１０，０００円

	１００人以上１５０人未満
	１５，０００円

	１５０人以上３００人未満
	２０，０００円

	３００人以上
	２５，０００円


（対象となる経費）
　第４条　この要綱において対象とする経費は、次のとおりとする。
（１）事業実施のために必要な物品等の購入経費
（２）その他サロン運営にかかる経費
(例　備品、研修、講習会、賃借料(レンタル料）、活動保険料)
（申請）
第５条　立ち上げ助成金、継続助成金の交付を希望する実施団体は、ふれあいサロン実施申請書および計画書（様式第１号）に会員名簿を添付し本会会長に申請する。
２　申請は、当該年度ごとに４月末までに行うこととする。ただし、新規立ち上げの場合は４月から９月末までの期間内に申請することができる。

(助成金の交付決定）
第６条　本会会長は、前条の規定によりふれあいサロン実施申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金交付の可否を決定する。
２　前項の結果を、助成金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。

（助成金の請求）
第７条　申請者は、助成金交付決定通知書を受け取った後、助成金請求書（様式第３号）を本会会長に提出する。

（助成金等の返還）
第８条　助成金の交付を受けた団体が次の号に該当したときは、交付の決定を取り消し、また、交付した助成金の使途等がその目的に反するときは、助成金の返還を求めることができる。
（１）年度途中で活動を中止、会を解散したとき
（２）不正な助成金申請や不適切な経費の使用があったとき
（３）その他、本会会長が著しく不適切な行為があったと認めたとき

（実施報告等）
第９条　助成金の交付を受けた実施団体は、事業を毎年度３月末で締め、次年度４月２０日までにふれあいサロン実施・会計報告書（様式第４号）に、次の書類を添えて本会会長に報告する。
（1） 活動状況のわかる資料
（2） 領収書の写し等の活動における支出がわかる資料

（その他）
第１０条　この要綱に定めるものの他この事業に必要な事項は、会長が別に定める。

附則
　　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
　　
　　
